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酸素供給器材の配備においては，ダイビング現場か

ら医療機関までの最低限の距離と移動時間を計算し

て備蓄するなど，地域の環境に有った準備が必要とな

るが，資格者の確保，酸素供給器材の導入，管理コ

ストなど様々な要因で16年経過した現時点でも30%以

下となっていると考えられる。

図1　酸素供給機器の現場での配備状況

沖縄県内において，酸素製造し充填できる施設は

嘉手納町１カ所のみであり，沖縄本島外への輸送手段

は貨物船に限られているため，配備する施設は備蓄が

必要となる。

酸素供給器材は，ダイビングサービスと医療機関

で，バルブの形状が異なる点にも注意が必要となる。

医療機関においては，高気圧酸素治療が可能な施

設は，沖縄本島が４カ所，石垣島に１カ所のみである。

潜水障害の専門医も不足している。

今後，高気圧作業安全衛生法規則に医療用酸素の

潜水現場での使用制限が緩和されたのを機会に，改

めてレジャーダイビング事業者への潜水障害予防教育

と，酸素供給資器材の普及の制度化が望まれる。
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DAN酸素供給法は減圧障害の限られた応急処置と

してダイバーにとって必携の技術として認知されつつあ

る。

筆者は1976年から初心者講習指導とインストラクタ

ー育成に従事する中で，医師法と薬事法による医療用

酸素の使用に厳しい制限があった1996年当時，DAN

酸素プロバイダーと酸素インストラクター，トレーナー

資格を取得した。減圧障害の予防と発生時の応急手

当，医療機関までの搬送等の実務を行ってきた。

1998年に日本でも酸素供給法としてDAN酸素プロ

バイダー講習がスタートして今年で16年目となる。沖縄

県における資格者の状況，ならびに酸素供給装置の

普及状況に関する課題，医療機関までの搬送課題な

どについて紹介する。

沖縄県ではダイバーの移動手段に航空機利用が日

常的であり，首都圏からも多くのダイバーが沖縄でダイ

ビングを楽しんでいる。しかし，潜水方法の多様化に

伴って減圧症リスクが高まる傾向にある。島嶼県のた

めに，ひとたび潜水障害が発生した場合の医療体制

の問題が指摘されてきた。また，潜水障害が発生し

たら，早急に潜水現場での酸素供給が必要であるが，

実際のオンサイトでの酸素供給資器材の配置が進んで

いない現実がある。図１は，酸素供給機器と，機器を

扱える資格者の両方が配備されているダイビングサー

ビスの軒数で，平成21年度で150軒（30%未満）であ

ることが判った。

酸素供給器材を配備した当初は，資格者も居て体

制は整っていたが，その後，人材の移動により器材は

有しても資格者が居ない，あるいは，資格者が居ても

器材が無いなど，問題も発生している。

これらの問題により，地域によっては10%程度の低

配備率となったところもある。


